
新発田市新型コロナウイルス感染症傷病給付金 Ｑ＆Ａ 

Ｑ（質問内容） Ａ（回答） 

【対象者】 

 今年度から事業を開始した者

は含まれますか。 

 

 起算日（医療機関または保健所等が療養を必要と証明し

た療養開始日）以前に事業収入があれば、支給対象となり

ます。 

 開業届やこれまでの収支明細の分かる書類等で確認さ

せていただくことになりますので、申請書等と一緒に提出

をお願いします。 

【対象者】 

 事業所得の申告があれば、年

金収入などがあっても対象とな

りますか。 

 

  

事業主であれば、他の収入があっても対象となります。 

【事業所得（収入）】 

 事業所得（収入）とはどのよう

な収入のことですか。 

 

 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等か

ら生ずる所得（収入）です。 

「所得税の確定申告書」においては、「営業等所得」と「農

業所得」がこれにあたりますのでご確認ください。 

【支給額】 

 事業所得が主であるが、アル

バイト等で給与所得が多少ある

ために、被用者を対象とした傷

病手当金に該当する場合はどう

なりますか。 

 

 傷病手当金が優先となりますので、まずは、傷病手当金

の申請をお願いします。該当する期間の傷病給付金を計算

して、支給する傷病手当金が傷病給付金より少ない場合に

は、併せて申請いただき、その差額を傷病給付金として支

給します。 

【支給対象期間】 

 支給対象期間は。 

 

 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため仕事に

就くことができない期間となります。（医療機関または保

健所等が療養を必要と証明した期間）ただし、起算日から

７日目ごとに１日を休業日とみなし支給対象から除きま

す。 

【支給要件】 

 支給要件とは何ですか。 

  

傷病給付金が適用される要件で、支給を始める日（支給

の起算日）が令和２年１０月１日から令和５年５月７日に

属していれば、傷病給付金の支給対象となります。 

例えば、令和５年５月７日に新型コロナウイルス感染

症の診断を受けて入院し、令和５年５月１３日で退院した

とすると、５月１３日までが給付の対象となります。申請

は退院後でも可能です。 

 


